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2． 国際条約に よる証書に関 する規則 における改正点の 解説

　　　　　 （代替設計及 び配置 に関 する証書様式 ）

1． は じめに

　2012 年 6 月 15 日付
一

部改正 に よ り改正 され て い る

国際条約 に よ る証書 に 関す る規則 （日本籍船舶用）

中，代替設計及び配置 に 関する 証書様式 に 関する事

項 に つ い て ，その 内容 を解説する 。 なお ， 本改正 は
，

2012 年 7 月 1 日以降に発行する証 書 に適用 され て い

る。

SOLAS 条約第 II−1章，　 II−2章及 び III章 に基 づ く代替

設計及 び 配置 の 要件 を 適用 した 場 合 に
， そ の 旨を証

書に 明記する た め の 証書様式 の 改正 が行われ ， IMO

決議 MSC ．309 （88）と して採択 され た。

　こ の た め
， 決 議 MSC ．309（88）に 基 づ き，関連 規定

を改め た 。

3． 改正 の 内容

2． 改正 の背景

IMO 第 88回海上安全委員会 （MSC88 ）に お い て ，

　国際条約に よ る証書に 関する 規則様式 1−1及び 1−2

を，改正 さ れ た SOLAS 条約の貨物船安全構造証書及

び貨物船安全 設備証書に基づ き改め た 。

3． 国際条約に よる証書 に関 する規則及 び登録規則細則に お ける 改正 点の解説

　　　　　　　　　　　　 （条約証書交付及び裏書）

1． は じめ に

　 2013 年 1 月 1 日付一部改正 に よ り改正 され て い る

国際条約 に よ る 証書 に 関する 規則 （日本籍船舶用）

及び登録規則細則中，条約証書交付及 び裏書 に 関す

る事項 に つ い て ， そ の 内容を解説す る 。 なお ，本改

正 は ，2013年 1月 1日か ら適用 され て い る 。

2， 改正の 背景

　 「海上 に お ける 人命 の 安全 の た め の 国際条約等 に

よる証 書に関す る省令」の
一

部改 正 に よ り，日本籍

船 に対 す る貨物 船 安全 証書 （貨物 船 安全 構造 証書，

設備 証書 及 び無線 証 書 を統合 した書 式 ）の 交付 が 可

能 とな っ た。また ，条約証書の 更新検査 時に 裏書 に

よ る 5 ヶ 月延長 が可能 と な っ た 。

　こ の ため，上 記改 正 に伴 い ，日本籍船 舶 に適 用 す

る 関連規則 を改めた。

3， 改正の内容

　改正 点は以下の とお りとな っ て い る 。

（1）国際条約 に よる証書 に 関する 規則第三条，第五

　　条及 び第 六条 に お い て ，貨物船 安全証 書交付 に

　　関す る要件 を規定 した。

（2）国際 条約 に よる証書 に 関す る規 則第五 条及 び第

　　六 条に お い て ，条約証 書 の 更新検査完了後の 裏

　　書 に よ る 5ヶ 月延長 に関する要件 を規定 した 。

（3）国際条約に よる証書に 関する規則 に お い て ，貨

　　物船安全証書 の様式を新た に 加 えた 。

（4）登録規則細則付録 1の各種検査 申込書等に お い て ，

　　貨 物船安全証書交付 に関す る項 目を追記 した 。

4， 国際条約に よ る証書 に関する規則，海洋汚染防止 の た めの 構造及 び設備規則及 び

　　　　　　 関連検査要領並 びに登録規則細則に お ける改正 点の解説

　　　　　　　　　　　　　 （船舶の エ ネル ギー効率等）

1．　は じめに

　2012 年 11 月 15 日付 （日本籍船舶用規則に あ っ て

は 2013 年 1月 1 日付）一部改正 に よ り改正 さ れ て い

る 国際条約に よ る証書に 関する規則 （外国籍船舶用），

海洋 汚染 防止 の ため の 構造及 び設備 規則 及 び関連検

査 要領並 び に 登 録規則細 則中，船 舶 の エ ネ ル ギ
ー

効

率等に関す る事項につ い て ，そ の 内容を解説す る 。 な

お ，本改 正 は，2013年 1月 1 日か ら適用 され て い る。
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3 2013年版鋼 船 規 則 及 び 関 連 検査要 領等 にお ける改正点 の 解説

2， 改正 の背景 3． 改正の 内容

2．1　船舶の エ ネル ギ
ー
効率及 び放出規制海域 に

　　 関す る改正

（1）2011 年 7 月に 開催さ れ た IMO 第 62 回海洋環境

　　保 護委員 会 （MEPC62 ＞に お い て ，　 MARPOL 条

　　約 附属書 VI の 改正 が ，決議 MEPC ．202 （62）及

　　び MEPC ．203 （62）と し て 採択 さ れ
，

ア メ リ カ ・

　　 カ リブ海海 域を窒素酸化物 （NOx ）及 び硫黄酸

　　化物 （SOx ）の 放 出規制 海域 とする 規定及 び海

　　事産業に お ける温室効果ガ ス （GHG ）の 排出削

　　 減を 目的 と した船舶の エ ネ ル ギ
ー
効率設計指標

　　 （EEDI ）等に 関する 規定が 追加 された。

　　 こ の た め
，
MEPC ．202 （62）及 び MEPC ．203 （62）

　　 に基づ き， 関連規定 を改め た 。

（2）上記 MARPOL 条約附属書 VI の 改正 の 動 きを受

　　け ， よ りエ ネル ギ
ー効率の よ い 船舶設計 を評価

　　す る ため に，関連業界 よ りEEDI に 関する船級

　　 符号 へ の 付記 （Notation） に よ る識別化が 求め

　　 られ て い る 。

　　 こ の た め ，条約要件 を超 え る 基準 を満足す る

　　 EEDI となる よ う設計 され た船舶に対 し，船級符

　　号に そ の 旨を付記す る こ とが で きる よ う関連規

　　 定 を改め た 。

2．2 　デ ィ
ーゼ ル 機関の交換 ・改造 時期の解釈に

　　 関 する改正

　IACS は ，　 MARPOL 条約附属書 VI 第 13．2．2規 則 に

定め られ る ，デ ィ
ーゼ ル 機 関 の 交換又 は改造 の 際 の

NOx 放出基準 へ の 適合 に 関 し，当該交換 又 は 改造 の

時期の 詳細 な取扱 い につ い て定め た IACS 統一解釈

MPC98 を 2012年 1月に採択 した。

　 こ の ため，IACS 統
一

解釈 MPC98 に 基 づ き，関連

規定 を改め た 。

2，3　デ ィ
ー

ゼ ル 機 関の規 制適合 手法 に 関 する改

　　 正

　MARPOL 条約附属 書 VI第 13規 則 にお い て
， 従来

NOx 放 出規 制 が 適用 され な い 1990 年 1 月 1 日以 降

2000 年 1月 1 日前 に 起 工 した船舶 に搭載 され る機 関

に つ い て ，機関の 改造 を行 うこ とに よ りNOx 放 出規

制へ の 適合を 可 能 とする規制 適 合手法が主 管庁 よ り

認証 された もの に あ っ て は，当該手法の 対象 となる

型式の 機関はす べ て NOx 放 出規 制 に 適 合 しなけ れ ば

な らな い 旨定 め られ て い る。近 年，実際 に 数型式 の

機 関に対 し規制適 合手法が認 証 され ， 同手法に よ る

機 関 の 改 造が 行 わ れ る よ うに な っ た 。 こ れ を受け ，

当該適 合 手法の 適用対 象機関及 び 検査方法等に つ い

て 明確 に規定するため，関連規定 を改めた 。

3．1　船舶の エ ネル ギー効率及び放 出規制海域 に

　　 関する改正

（1）決議 MEPC ．203 （62）に基づ き，海洋汚染海洋汚

　　染防止 の た め の 構造 及 び 設備規則 及 び検査要領に

　　お い て ，船舶 の エ ネル ギ
ー効率に 関する検査要

　　件を追加する た め 2 編 を一部改め た 。 また，8編

　　3章を新設 し，船舶の エ ネ ル ギ
ー
効率に 関する 要

　　件の適用対象並び に エ ネル ギ
ー
効率指標 （EEDI）

　　及 び エ ネル ギ ー効率管理 計画書 （SEEMP ）に係

　　 る要件 を新た に規定 した 。

　　 （a ）規則 及 び要領 2編 2．1．2

　　　　規則 8 編 3章の 規定 に よ りEEDI の算定が 要

　　　　求 され る船舶は
，
EEDI の 算定条件 に関す

　　　　 る基本的な情報 を記載 した EEDI テ ク ニ カ

　　　　 ル フ ァ イ ル 及び 追加 の 資料 の 提 出並 び に 当

　　　　該資料 の 審査及 び承認 が必 要 と なる 旨規定

　　　　 した。テ クニ カ ル フ ァ イ ル 及 び 追加 の 資料

　　　　 に 含む べ き内容 は
， 決議 MEPC ．214 （63）

　　　　 （EEDI 認証 ガ イ ドライ ン）を参考 に要領 に

　　　　 規定 して い る。

　　 （b）規則及び要領 2編 2．1．3

　　　　 EEDI の 計算 に関す る検査要件を規定 した 。

　　　　 設計段 階 にお い て は 水槽試験時，及び海上

　　　　試運 転で の 速力試験 時 に ， 検査員 の 立会検

　　　　 査 が要 求 さ れ る 。 ま た 要領に は 水槽試験が

　　　　 免除され る場合の条件 を規定 した。

　　 （c）規則 2編 2．L4 （日本籍船舶用 に お い て は 規

　　　　 貝U2編 2．1．5）

　　　　 SEEMP の 検査要件 として ，製造 中登録検

　　　　 査時に SEEMP が 8編 3．4の 規定に 従 い 作成

　　　　 され て い る こ と の確認 を受ける必要が ある

　　　　 旨規定 し た 。

　　 （d）規則 2編 2．1．5 （日本籍船舶用 に お い て は規

　　　　 貝IJ　2編 2．1．6）

　　　　 EEDI テ ク ニ カル フ ァ イ ル 及び SEEMP は，

　　　　 製造中登録検査完了時に 船上 に保持 され て

　　　　 い る こ との 確認 を受 ける 必要が ある 旨規定

　　 　　 した 。

　　 （e ）規 則及 び要領 8編 3．1．1

　　　　 船舶の エ ネル ギ
ー効率に 関す る要件 の適用

　　　　 に つ い て 規定 し た 。 原則 と して ，当該要件

　　　　 は 国際航海に従事する総 ト ン 数 400GT 以上

　　　　 の 船舶 に 適用 され る 。 た だ し，電気推進，

　　　　 タービ ン 推進又は ハ イブ リ ッ ド推進船は適

　　　　用対 象外とな る 。 また ， 船籍 国政府よ り適

　　 　　 用 の 免 除 を認 め られ た場 合 も適用対 象外 と
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　　 なるが ，次の 船舶に対する免除は認め られ

　　 な い 。

　　（i＞　 2017 年 1月 1 日 以降に 建造契約が行わ

　　　　 れ る船 舶

　　（ii） 建造契約が な い 船舶 に あ っ て は
，
2017

　　　　 年 7月 1 日以降に キ ール が据 え付 けら

　　　　 れた船舶又 は 同様の建造段階 にある船

　　　　 舶

　　（iii）2019年 7月 1 日以 降に引 き渡 され る船

　　　　 舶

　　（iv）2017 年 1 月 1 日以 降に ，主要な改造が

　　　　 行 わ れる船 舶

　　なお ，日本籍 船舶 にお い て は，日本国領海

　　 （日本国の 内水，領海又は排他 的経済水域）

　　の み を航行す る船舶以外 の 船舶 で あ っ て ，

　　総 トン 数 400 トン 以上 の もの が適用対象 と

　　な る 。

（f） 規 則及び要領 8編 3，1．2

　　3章で 使用する用語の 定義 に つ い て規定 し

　　た 。 日本籍船舶用規則にお い て は
， 海防法

　　で定め られ て い る用 語に合わせ，エ ネ ル ギ

　　
ー

効率設計指標 （EEDI ）は 二 酸化炭素放

　　出抑制 指標 ，エ ネ ル ギ
ー

効 率管 理計 画書

　　（SEEMP ）は 二 酸化炭素放出抑制航行手引

　　書 と規定 して い る 。

（g）規則及 び要領 8編 3．2

　　EEDI の 算定要件に つ い て規定 した 。
　 EEDI

　　は
， ある一定 の 条件下 に お い て，1 トン の 貨

　　物 を 1マ イ ル 運 ぶ 際 に排 出 され る CO2 グ ラ

　　ム数 と して定義 され るが，EEDI の 算定 が要

　　求 され る 船舶 は
， 原 則 とし て ，ば ら積 貨物

　　船 ，
ガ ス 運搬船 ， タ ン カ ー

，
コ ン テ ナ船 ，

　　
一

般貨物船，冷凍運搬船 ， 兼用船 ， 旅客船 ，

　　Ro −ro 貨物船 （自動車運搬船），
　 Ro −ro 貨物

　　船又 は Ro−ro 旅客船 に該当す る新船 であ る。

　　こ こ で い う新 船 とは，次 の 船舶を い う。

　　（i） 2013 年 1月 1 日以 降に 建 造契約が行わ

　　 　 　 れ る船 舶

　　（ii） 建造契約が な い 場 合 はキ
ー

ル が据 え付

　　　　 け られ る 船舶

　　（iii）2015年 7月 1 日以 降 に引 き渡 され る船

　　　　舶に該当する船舶

　　また，規則 3．1．2 （3）に定義され る 主 要 な改

　　造 を行 う場合 に お い て もEEDI の 算定が要

　　求される 。 EEDI の 算定に際 して は，　 EEDI

　　テ ク ニ カ ル フ ァ イル を作成 し，決議 MEPC ．

　　212 （63）（EEDI 計算ガイ ドラ イ ン ）に従 っ

　　て 算定を行 う必要が ある 旨規定 して い る 。
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（h）規則及び要領 8編 3．3

　　EEDI 規制値に つ い て定め た 。 適用対 象 と な

　　る の は ，8編 3．2 に よ りEEDI の 算定が 要求

　　 され る船舶の うち旅客船，Ro−ro 貨物船 （自

　　動車運搬船），
Ro−ro 貨物船及び Ro−ro 旅客船

　　を除 い た船舶で ある 。 た だし ， 今後は 自動

　　車運 搬船を含む Ro−ro 貨物 船や Ro−ro 旅 客船

　　へ 適用を拡大する こ とが IMO に お い て 決定

　　 され て い る 。 対象船舶は ，リ フ ァ レ ン ス ラ

　　イ ン （船種毎 に 計算 され た過去 10 年 間の

　　EEDI 平均値）に
一

定の削減率 （船舶の 契約

　　 日，船種，載貨重 量 トン 数に よ り定め られ

　　る値） を考慮 して 求め られ た規制値 に 自船

　　の EEDI が適合する よ うに設計 しなければな

　　 らない 。

（i） 規則及び要領 8編 3．4

　　SEEMP に 関する要件 を規定 した 。
　 SEEMP

　　は，船舶の エ ネル ギー効率を改善する た め

　　の 運航計画を記 した もの で あ り， 要件 とし

　　て ， 決議 MEPC ．213（63）（SEEMP ガ イ ド

　　ラ イ ン）に従 っ て 作成 しなけれ ばならな い
。

　　ま た
，

日本籍船舶に あ っ て は 登録船級又 は

　　国土 交通省の 承認 を受ける必要が ある 。

（j） 検査要領 2編 1．1．3−3，

　　現存船 （新船 で な い 船舶）に おけ る SEEMP

　　の 検査時期 につ い て 規定 した 。 8編 3章 の 適

　　用対 象 とな る現 存船 は ，決議 MEPC ．203

　　（62）で 採択 された MARPOL 条約 附属書 VI

　　の 要件 に よ り，2013 年 1月 1 日 以 降最初の

　　IAPP証書 に関す る中間検査 又 は定期検査 の

　　時期 に SEEMP の 確認 検査 を受け なけ れ ば

　　な らない 。 こ れ に 関 し， 2012年 10月 に 開催

　　され た MEPC64 にお い て ，　 SEEMP の 検査

　　に関 する解釈 と して ，2013 年1 月 1 日か ら

　　最初 の 中間検査 又 は定期検査 ま で の 間は，

　　SEEMP を船 上 に 備付 け る必 要は な い 旨合

　　意 され，MEPC ．1／Circ．795 として 採択 され

　　た。従 っ て ，対象船舶 は，2013 年 1月 1 日

　　まで に SEEMP を船 上 に備付 ける必 要 は な

　　く，
2013 年 1 月 1 日以降の 最初 の 中間検査

　　又 は定期検査 の 時期 まで に準備 す る こ と と

　　して差 し支えな い 。 なお ，日本籍船舶にお

　　い て は，規 則 8 編 3．1．2 に 定義 され る新船，

　　現存船 の どち らに該当す るか に かかわ らず ，

　　2013年 1月 1日よ り前に引 き渡 しされ る 船

　　舶に つ い て は ，2013 年 1 月 1 日以 降の 最初

　　の 中 間検査 又 は 定期検査 に て 確認 を行 い
，

　　2013年 1月 1日以降に引 き渡 しされ る 船舶
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　　　　は登録検査完了時 （引 き渡 し時） に確認を

　　　　行 うこ と と して い る 。

　　（k）検査 要領 2編 4．1．2−3．

　　　　規則 3．1．2（3）に定義 され る 主要 な改造 を行

　　　　う検査 要件に つ い て 規 定 し た 。 提 出及 び 承

　　　　認 が必 要 となる EEDI テ ク ニ カ ル 及 び補助

　　　　資料の 内容は，決議 MEPC ．214（63）（EEDI

　　　　認証ガ イ ドラ イ ン ）を参考に規定 した 。

（2）国際条約に よる証書 に関す る規則 2．1．1 （外国籍

　　船舶 用）にお い て ，本会 が発行 す る条約 証書 と

　　して 国際 エ ネ ル ギ
ー
効率証書 を追記 した

。 なお，

　　日本籍船舶 に あ っ て は ， 当該証書 は ， 国際 二 酸

　　化 炭 素放 出抑 制船舶 証書 と して 国土交通 省 に よ

　　 り発行 され る 。

（3） よ りエ ネ ル ギ
ー

効率の よ い 船舶設計 を評価す る

　　ため ，船級符号 に任意 の ノ
ー

テ
ー

シ ョ ン を付記

　　する 旨， 海洋汚染海洋汚染 防止の ため の 構造及

　　び設備規則及び登録規則細則 を
一

部改め た 。 な

　　お，当該ノ
ー

テ
ー

シ ョ ン は，登録規則細則 2．2−3．

　　に 規定 して い る とお り，船級維持の 条件 とは な

　　らない 。

　　（a ）海洋汚染海洋汚染防止 の た め の 構造及び設備

　　　　規則 1編 1．1．4 （日本籍 船舶用規則 にあ っ て は

　　　　1編 1．1．5）及び登録規則細則 2．1．33．（7）

　　　　船主 よ り申込 みが あ っ た場合，エ ネ ル ギ
ー

　　　　設計指標が要求され る規 制値 よ りも厳 しい

　　　　段 階基 準 の 値 を満 足 し て い る 船 舶 に対 し，

　　　　船級符号 へ の 追加符 号 と して 「Energy

　　　　Efficiency　Design　Index−phaseX 」 （略号 ：

　　　　EEDI −pX ）の 付記 を行 う旨規 定 した 。 こ こ

　　　　で い う 「X」 は 海 洋汚 染防止 の た め の 構造

　　　　及 び設備 規則 8編 3．3 に定める ， 当該船舶が

　　　　適用 した フ ェ
ーズ を示 して い る 。

　　（b）海洋汚染防止 の た め の 構造及び設備規則 2

　　　　編 1．3．2及び登録規則細則 2．2−3．

　　　　上記 （a ）の 付記に つ い て ，維持確認検査 と

　　　　して ，海洋汚染防止 の ため の構造及び設備

　　　　規則 2 編 に従 っ て 定期 的検査 を行 う必 要が

　 　 　 　あ る旨規 定 した 。

　　（c ）登録規則細則 2．1．3−3．（8）

　　　　細則 2．1．3−3．（1）か ら （7）の ほ か
， 本会が特

　　　　定の付記 が必 要で ある と認 める船舶 に対 し，

　　　　追加符号の 付記 を行 う場合が ある旨規定 し

　　 　 　 た 。

　　 （d）登録規 則細則付録 1

　　　　様式 1A，様式 2A 及び様式 3A として 示 され

　　　　る各種 申込書の 書式例 中 ， 条約検査 申込み

　　　　及 び証書発行申込み の 欄 に エ ネル ギ
ー効率

　　　　の 項 目を追記 した 。

（4）決議 MEPC ．202 （62）に基 づ き，海洋汚染 防止 の

　　 ため の 構造 及 び設備規 則 にお い て ， 放 出規制 海

　　 域に関す る要件 を改め た。

　　 （a）　規貝U8編 1．1，2

　　　　ア メ リ カ ・カ リブ海 海域 （プエ ル トリ コ 周

　　　　辺海域） を新た に放 出規 制海域 と す る旨規

　　　　定 した 。

　　 （b）規則 8編 2．2−1．

　　　　硫黄酸化物放出規制 海域 に 対 し定め られる

　　　　硫黄酸化物放出制限要件に つ い て ，ア メ リ

　　　　 カ ・カ リ ブ海海域 を航行す る 2011 年 8月 1

　　　　 日 以前 に 建 造 され た船舶 で ，本 来留 出油又

　　　　は天然 ガ ス を燃料 と して継続運転す る よ う

　　　　設計 され て い な い ボイ ラ を動力源 と して推

　　　　進する 船舶は
，
2020 年 1 月 1 日 よ り前 は当

　　　　該要件 の 適用 を受 けな い 旨規定 した 。

3．2　デ ィ
ーゼ ル 機 関 の 交換 ・改造時期 の 解釈 に

　　 関す る改正

　検査 要領 2．1．2・1．（1）にお い て
， デ イ

ーゼ ル 機 関に

主要 な改造 を行 う際 の 適用 基準 の 判 断 とし て 用 い ら

れ る 「機関 の 交換又 は 追加が 行わ れ る 時期」 の 定義

を IACS統
一

解釈 MPC98 に基 づ き， 規 定 した 。

3．3　 デ ィ
ーゼ ル 機 関の 規 制適合 手法 に 関 する改

　　 正

　規制適合手法が 適用 され る デ ィ
ーゼ ル 機関 の 検査

方法 に つ い て改め た 。

（1）検査要領 2　Wt　LL3 −2．

　　規 制適合手法 の 適用 を受け るデ ィ
ーゼ ル機関 は

　　当該手法が い ずれか の 主管庁が認 証 した 日か ら

　　 12 ヶ 月を経過 した 日以 降の 最 初 の 定期 検査 の 時

　　期 まで に確認検査 を受ける必要があ る 旨規定 し

　　 た 。

（2）検査要領2 編 4．1．2−2．

　　規制適合手法の 確認検査 は
， 規制適合 フ ァ イ ル

　　 に記載 され た方法 に従 っ て実施する旨規定 した 。
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